
号

外

一�
令

和

七

年
十
二
月

二

日

目

次

規

則

○
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

総

務

課)

一

警

察

告

示

○
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

の
一
部
改
正

(
広
報
県
民
課)

二

規

則

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
八
号

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則(

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
、
別
記
第
十
四
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
二
号
様
式
中｢健

康
保
険
被
保
険
者
証
｣

を｢健
康
保
険
の
資
格
確
認
書
｣

に
改
め
、｢又

は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
(住
所
記
載
の
あ
る
も
の
)｣

を
削
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
二
日



令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則(

令
和
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員

会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
、
別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
号
様
式
中｢□

健
康
保
険
被
保
険
者

証
(住
所
記
載
の
あ
る
も
の
)
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

警

察

告

示

岐
阜
県
警
察
告
示
第
三
号

岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程(

令
和
五
年
岐
阜
県
警
察
告
示

第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
警
察
本
部
長

三

田

豪

士

別
記
第
二
号
様
式
、
別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
号
様
式
中｢□

健
康
保
険
被
保
険
者

証
(住
所
記
載
の
あ
る
も
の
)
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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月
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
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南
二
丁
目
一
番
一
号
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行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


